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民法（親子法制）等の改正に関する

中間試案（概要）





民
法
（
親
子
法
制
）
等
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
（
概
要
）
法
務
省
民
事
局

令
和
３
年
２
月

諮
問
の
内
容

懲
戒
権
に
関
す
る
規
定
等
の
見
直
し

【
中
間
試
案
】

〇
婚
姻
成
立
後
に
生
ま
れ
た
子
は
，
婚
姻
成
立
の
日
か
ら
20
0日

以
内
に

生
ま
れ
た
子
で
あ
っ
て
も
，
夫
の
子
と
推
定
す
る
。

〇
婚
姻
の
解
消
等
の
日
か
ら
30
0
日
以
内
に
生
ま
れ
た
子
は
，
元
夫
の
子

と
推
定
す
る
(現

行
法
ど
お
り
)。

た
だ
し
，
母
が
元
夫
以
外
の
男
性
と

再
婚
し
た
後
に
生
ま
れ
た
子
は
，
再
婚
後
の
夫
の
子
と
推
定
す
る
。

〇
女
性
の
再
婚
禁
止
期
間
に
関
す
る
民
法
第
73
3条

の
撤
廃
を
検
討

〇
否
認
権
者
を
未
成
年
の
子
に
拡
大
す
る
。

(子
の
否
認
権
は
，
母
又
は
未
成
年
後
見
人
が
代
わ
っ
て
行
使
す
る
。
)

〇
母
の
否
認
権
に
つ
い
て
は
，
そ
の
要
否
を
引
き
続
き
検
討

〇
嫡
出
否
認
訴
訟
の
提
訴
期
間
を
伸
長
す
る
こ
と
と
し
，
夫
が
子
の
出
生

を
知
っ
た
時
(子

又
は
母
の
場
合
は
子
の
出
生
時
)か

ら
３
年
間
と
す
る
案

と
５
年
間
と
す
る
案
を
引
き
続
き
検
討

第
２
嫡
出
の
推
定
の
見
直
し
等

【
現
状
】

①
婚
姻
成
立
の
日
か
ら
20
0日

を
経
過
し
た
後
又
は
婚
姻
の
解
消
等
の
日

か
ら
30
0日

以
内
に
生
ま
れ
た
子
は
，
(元
)夫

の
子
と
推
定
す
る
。

②
こ
の
推
定
は
夫
が
子
の
出
生
を
知
っ
た
時
か
ら
１
年
以
内
に
嫡
出
否
認

の
訴
え
を
提
起
し
な
い
限
り
，
覆
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

⇒
無
戸
籍
者
問
題
の
原
因
と
の
指
摘

嫡
出
推
定
制
度
に
関
す
る
規
定
等
の
見
直
し

【
中
間
試
案
】

〇
監
護
及
び
教
育
に
関
す
る
一
般
的
な
規
律
の
見
直
し

監
護
及
び
教
育
に
関
す
る
一
般
的
な
規
律
で
あ
る
民
法
第
82
0条

に
，

「
親
権
を
行
う
者
は
，
監
護
及
び
教
育
に
際
し
て
，
子
の
人
格
を
尊
重

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
規
律
を
加
え
る
。

○
懲
戒
権
に
関
す
る
規
定
の
見
直
し

甲
案
：
民
法
第
82
2条

を
削
除
す
る
。

乙
案
：
親
権
者
は
，
監
護
教
育
の
た
め
に
必
要
な
指
示
及
び
指
導
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
，
体
罰
を
加
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

丙
案
：
親
権
者
は
，
監
護
教
育
を
行
う
に
際
し
，
体
罰
を
加
え
て
は

な
ら
な
い
。

【
現
状
】

親
権
者
は
，
監
護
教
育
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
，
子
を
懲
戒
す
る

こ
と
が
で
き
る
（
民
法
第
82
2条

）
。

⇒
児
童
虐
待
を
正
当
化
す
る
口
実
に
な
っ
て
い
る
と
の
指
摘
。

第
１
懲
戒
権
に
関
す
る
規
定
等
の
見
直
し

児
童
虐
待
が
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
て
民
法
の
懲
戒
権
に

関
す
る
規
定
等
を
見
直
す
と
と
も
に
，
い
わ
ゆ
る
無
戸
籍
者
の
問
題
を
解
消
す

る
観
点
か
ら
民
法
の
嫡
出
推
定
制
度
に
関
す
る
規
定
等
を
見
直
す
必
要
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
，
そ
の
要
綱
を
示
さ
れ
た
い
（諮
問
第
10
8号
）。

令
和
元
年
６
月

法
務
大
臣
に
よ
る
諮
問

令
和
元
年
７
月
～

民
法
（親
子
法
制
）部
会
に
お
け
る
調
査
審
議
開
始

令
和
３
年
２
月

中
間
試
案
の
取
り
ま
と
め

令
和
３
年
２
月
～
４
月

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

第
４
嫡
出
否
認
制
度
の
見
直
し

〇
成
年
等
に
達
し
た
子
に
よ
る
嫡
出
否
認
の
当
否
に
つ
き
引
き
続
き
検
討

〇
第
三
者
の
提
供
精
子
に
よ
り
生
ま
れ
た
子
の
父
子
関
係
に
関
す
る
検
討

〇
認
知
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て
，
引
き
続
き
検
討

ほ
か

第
３
女
性
の
再
婚
禁
止
期
間
の
見
直
し

そ
の
他
の
検
討
事
項
（
中
間
試
案
第
５
な
い
し
７
）

審
議
の
経
過

議
論
の
内
容



【
現
状
】

親
権
者
の
懲
戒
権
が
児
童
虐
待
の
口
実
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
の
指
摘

○
令
和
元
年
の
法
改
正
（
令
和
２
年
４
月
１
日
施
行
）
に
よ
り
，
児
童
虐
待
防
止
法
に
お
い
て
親
権
者
に
よ
る
体
罰
の
禁
止
が
法
定
化

「
児
童
の
親
権
を
行
う
者
は
，
児
童
の
し
つ
け
に
際
し
て
，
体
罰
を
加
え
る
こ
と
そ
の
他
民
法
第
8
2
0条
の
規
定
に
よ
る
監
護
及
び
教
育
に
必
要

な
範
囲
を
超
え
る
行
為
に
よ
り
，
当
該
児
童
を
懲
戒
し
て
は
な
ら
」
な
い
（
同
法
第
14
条
第
１
項
）
。

○
さ
ら
に
，
上
記
改
正
法
附
則
に
お
い
て
，
施
行
後
２
年
を
目
途
と
す
る
民
法
第
82
2条
の
規
定
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
規
定

児
童
虐
待
防
止
の
た
め
の
懲
戒
権
に
関
す
る
規
定
の
見
直
し

【
中
間
試
案
】

○
懲
戒
権
に
関
す
る
民
法
第
82
2条
を
見
直
す
こ
と
と
し
，
以
下
の
３
案
を
引
き
続
き
検
討
す
る
。

な
お
，
い
ず
れ
の
案
も
「
懲
戒
」
の
語
が
，
懲
ら
し
め
・
戒
め
る
と
い
う
強
力
な
権
利
で
あ
る
と
の
印
象
を
与
え
る
こ
と
か
ら
，
こ
れ
を
改
め
る

こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。

○
民
法
第
82
0条
の
規
律
に
加
え
，
「
親
権
を
行
う
者
は
，
監
護
及
び
教
育
に
際
し
て
，
子
の
人
格
を
尊
重
し
な
け
ば
な
ら
な
い
」
と
の
規
律
を
設
け

る
こ
と
と
す
る
。

【中
間
試
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

懲
戒
権
に
関
す
る
規
律
を
見
直
す
こ
と
と
し
，
そ
の
見
直
し
の
在
り
方
と
し
て
，
３
案
を
引
き
続
き
検
討
す
る
。

【
甲
案
】
民
法
第
82
2条
を
削
除
す
る
。

・
懲
戒
権
が
体
罰
を
正
当
化
す
る
口
実

と
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
，
児
童
虐
待

が
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を

明
確
に
す
る
。

・
親
権
者
は
，
民
法
第
82
0条
に
基
づ
き
，

監
護
教
育
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

【
乙
案
】
親
権
者
は
，
監
護
教
育
の
た
め
に
必
要
な

指
示
及
び
指
導
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
，

体
罰
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

・
懲
戒
の
語
を
改
め
た
場
合
に
は
，
子
の
監
護
教
育

に
必
要
な
し
つ
け
も
で
き
な
く
な
る
と
の
懸
念
が
あ

る
こ
と
か
ら
，
親
権
者
は
指
示
及
び
指
導
が
で
き
る

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

・
指
示
及
び
指
導
と
し
て
も
，
体
罰
が
許
さ
れ
な
い

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

【
丙
案
】
親
権
者
は
，
監
護
教
育
を
行

う
に
際
し
，
体
罰
を
加
え
て
は
な

ら
な
い
。

・
親
権
者
は
，
民
法
第
82
0条
に
基
づ

き
，
監
護
教
育
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

・
監
護
教
育
と
し
て
も
，
体
罰
が
許
さ

れ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

民
法
（明
治
29
年
法
律
第
89
号
）

第
82
2条

親
権
を
行
う
者
は
，
第
82
0条
の
規
定
に
よ
る
監
護
及
び
教
育
に
必
要
な
範
囲
内
で
，
そ
の
子
を
懲
戒
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
82
0条

親
権
を
行
う
者
は
，
子
の
利
益
の
た
め
に
子
の
監
護
及
び
教
育
を
す
る
権
利
を
有
し
，
義
務
を
負
う
。

懲
戒
権
に
関
す
る
規
定
等
の
見
直
し
（試
案
・第
１
）



無
戸
籍
者
問
題
に
対
応
す
る
た
め
の
嫡
出
推
定
制
度
の
見
直
し

○
婚
姻
の
日
か
ら
20
0日
以
内
に
生
ま
れ
た
子
は
，
婚
姻
中
に
懐
胎
し
た

場
合
で
な
い
限
り
，
夫
の
子
と
推
定
し
な
い
（推
定
さ
れ
な
い
嫡
出
子
）。

○
婚
姻
中
又
は
離
婚
等
の
日
か
ら
30
0日
以
内
に
生
ま
れ
た
子
は
，

（
元
）
夫
の
子
と
推
定
す
る
。

○
こ
の
推
定
は
，
夫
が
，
子
の
出
生
を
知
っ
た
時
か
ら
１
年
以
内
に
嫡
出

否
認
の
訴
え
を
提
起
し
た
と
き
に
限
り
，
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

【中
間
試
案
の
ポ
イ
ン
ト
】

①
嫡
出
推
定
の
期
間
に
つ
い
て
，
子
の
出
生
時
に
母
が
再
婚
し
て
い
た
場
合
に
は
，
子
は
再
婚
後
の
夫
の
子
と
推
定
す
る
と
の
例
外
を
設
け
る
。

②
嫡
出
否
認
手
続
に
つ
い
て
，
提
訴
権
者
を
子
等
に
拡
大
す
る
こ
と
と
し
た
上
で
，
そ
の
提
訴
期
間
を
伸
長
す
る
こ
と
と
し
，
具
体
的
な
期
間
に
つ
い
て
，

夫
が
子
の
出
生
を
知
っ
た
時
（子
又
は
母
の
場
合
は
，
子
の
出
生
時
）か
ら
，
【
３
年
間
】
と
す
る
案
と
【
５
年
間
】と
す
る
案
を
引
き
続
き
検
討
す
る
。

【現
状
】

【中
間
試
案
】

○
嫡
出
否
認
の
訴
え
の
提
訴
権
者
を
未
成
年
の
子
に
拡
大
す
る
。

未
成
年
の
子
の
否
認
権
は
，
母
又
は
未
成
年
後
見
人
が
代
わ
っ
て
行
使
す
る
。

○
母
の
否
認
権
に
つ
い
て
は
，
そ
の
要
否
に
つ
い
て
，
引
き
続
き
検
討
す
る
。

○
嫡
出
否
認
の
訴
え
の
提
訴
期
間
を
伸
長
す
る
。

夫
が
子
の
出
生
を
知
っ
た
時
（
子
又
は
母
の
場
合
は
，
子
の
出
生
時
）

か
ら
【
３
年
間
】
と
す
る
案
と
【
５
年
間
】
と
す
る
案
を
引
き
続
き

検
討
す
る
。

嫡
出
否
認
手
続
の
見
直
し
（試
案
・第
４
）

上
記
9
0
1名
の
う
ち
66
0名

（
約
7
3％
）が
こ
の
理
由
を

挙
げ
て
い
る
。

夫
以
外
の
者
と
の
間
の
子
を
出
産
し
た
女
性
が
，
嫡
出
推
定
制
度
に
よ
り
，

そ
の
子
が
夫
の
子
と
扱
わ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
出
生
の
届
出
を
し
な

い
こ
と
が
あ
り
，
こ
れ
が
無
戸
籍
者
問
題
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
の
指
摘

【無
戸
籍
者
問
題
】

子
の
出
生
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
，
何
ら
か
の

事
情
で
届
出
を
し
な
い
た
め
に
，
そ
の
子
の
戸
籍
が
作
成
さ

れ
ず
，
社
会
生
活
に
お
け
る
様
々
な
場
面
で
不
利
益
を
被

る
と
い
う
，
基
本
的
人
権
に
関
わ
る
深
刻
な
問
題

・１
の
見
直
し
に
よ
り
，
再
婚
後
に
生
ま
れ
た
子
に
つ
い
て
は
，
何
ら
の
手
続
を
す
る
こ
と
な
く
，
再
婚
後
の
夫
の
子
と
取
り
扱
わ
れ
る
。

・２
の
見
直
し
に
よ
り
，
母
は
裁
判
手
続
に
よ
り
，
（元
）夫
と
子
と
の
父
子
関
係
を
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⇒
適
切
な
情
報
提
供
・援
助
に
よ
り
，
嫡
出
推
定
制
度
を
原
因
と
す
る
無
戸
籍
者
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
婚
姻
成
立
後
に
出
生
し
た
子
は
，
婚
姻
成
立
の
日
か
ら
2
0
0日
以
内
に

生
ま
れ
た
子
で
あ
っ
て
も
，
夫
の
子
と
推
定
す
る
こ
と
と
す
る
。

○
婚
姻
の
解
消
等
の
日
か
ら
30
0日
以
内
に
生
ま
れ
た
子
に
つ
い
て
，

元
夫
の
子
と
推
定
す
る
と
の
原
則
を
維
持
し
つ
つ
，
子
の
出
生
時
に
母
が

元
夫
以
外
の
男
性
と
再
婚
し
て
い
た
と
き
は
，
再
婚
後
の
夫
の
子
と
推
定

す
る
と
の
例
外
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
。

嫡
出
の
推
定
の
見
直
し
等
（試
案
・第
２
）

※
無
戸
籍
者
等
の
人
数

（
令
和
３
年
１
月
時
点
）

無
戸
籍
者

：9
0
1名

戸
籍
登
載
済
：
2
4
92
名

婚
姻

2
0
0
日

（
元
）
夫
の
子
と
推
定

離
婚

3
0
0
日

再
婚

元
夫
の
子
と
推
定

離
婚

3
0
0
日

再
婚
後
の
夫
の
子
と
推
定



嫡
出
推
定
制
度
の
見
直
し
に
伴
う
検
討
事
項

１
女
性
の
再
婚
禁
止
期
間
の
見
直
し
（試
案
・第
３
）

◯
女
性
は
，
前
婚
の
解
消
又
は
取
消
の
日
か
ら
1
0
0
日
を
経
過
し
た
後
で
な
け
れ
ば
，
再
婚
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（民
法
第
73
3条
第
１
項
）。

◯
嫡
出
推
定
規
定
に
よ
り
，
離
婚
等
の
後
30
0日
以
内
に
生
ま
れ
た
子
は
元
夫
の
子
と
推
定
さ
れ
，
ま
た
，
再
婚
後
20
0日
経
過
後
に
生
ま
れ
た
子
は
再
婚
後

の
夫
の
子
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
，
父
性
推
定
が
重
複
す
る
事
態
を
回
避
す
る
た
め
必
要
（平
成
27
年
12
月
16
日
最
高
裁
判
決
）

◯
令
和
２
年
12
月
閣
議
決
定
第
５
次
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画

「女
性
の
再
婚
禁
止
に
係
る
制
度
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
。
」

２
成
年
等
に
達
し
た
子
の
否
認
権
（試
案
・第
５
）

◯
父
が
長
年
に
わ
た
っ
て
子
の
養
育
に
関
与
し
な
か
っ
た
場
合
等
を
念
頭
に
，
子
が
，
生
物
学
上
の
父
子
関
係
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
，
自
ら
の
判
断
で
父
子

関
係
を
否
定
す
る
こ
と
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

◯
父
の
地
位
を
不
安
定
に
す
る
と
し
て
，
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
の
意
見
も
あ
る
。

子
が
，
一
定
の
年
齢
（※
１
）に
達
し
た
後
，
父
子
関
係
を
否
認
で
き
る
方
策
（※
２
）を
設
け
る
こ
と
の
当
否
に
つ
い
て
，
引
き
続
き
検
討
す
る
。

（※
１
）
【成
年
（1
8歳
）】
と
す
る
案
と
【2
5歳
】と
す
る
案
が
あ
る
。

（※
２
）
た
だ
し
，
父
と
子
と
の
同
居
の
有
無
及
び
期
間
，
父
に
よ
る
子
の
監
護
の
有
無
及
び
程
度
そ
の
他
一
切
の
事
情
を
考
慮
し
て
，
一
定
期
間
父
子

関
係
の
実
体
が
あ
っ
た
と
き
は
，
否
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。

３
認
知
制
度
の
見
直
し
（試
案
・第
７
）

◯
嫡
出
で
な
い
子
に
つ
い
て
，
子
そ
の
他
の
利
害
関
係
人
は
，
認
知
に
対
し
て
反
対
の
事
実
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
（民
法
第
78
6条
）。

◯
嫡
出
で
な
い
子
は
，
認
知
無
効
の
訴
え
に
よ
り
，
い
つ
ま
で
も
父
子
関
係
を
争
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
，
そ
の
地
位
が
不
安
定
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

認
知
に
よ
り
，
認
知
者
が
子
の
父
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
場
合
は
，
嫡
出
子
と
同
様
，
生
物
学
上
の
父
子
関
係
が
な
い
と
き
で
あ
っ
て
も
，
一
定
期
間
の

経
過
後
は
父
子
関
係
を
確
定
さ
せ
る
こ
と
が
，
子
の
身
分
関
係
の
安
定
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

認
知
の
効
力
を
争
う
手
続
を
見
直
し
，
生
物
学
上
の
父
子
関
係
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
，
認
知
は
有
効
と
し
つ
つ
，
た
だ
し
，
子
，
認
知
者
等
の
一
定
の

者
が
一
定
期
間
に
限
り
，
認
知
を
取
り
消
し
得
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，
子
の
地
位
を
安
定
さ
せ
る
方
策
に
つ
い
て
，
引
き
続
き
検
討
す
る
。

無
戸
籍
者
問
題
に
対
応
す
る
た
め
に
嫡
出
推
定
の
期
間
を
見
直
す
こ
と
と
し
た
場
合
に
は
，
再
婚
後
に
生
ま
れ

た
子
は
，
再
婚
後
の
夫
の
子
と
推
定
さ
れ
，
基
本
的
に
父
性
推
定
の
重
複
が
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
た
め
，

再
婚
禁
止
期
間
を
撤
廃
す
る
方
向
で
検
討

再
婚

離
婚

3
0
0
日

再
婚
後
の
夫
の
子
と
推
定

元
夫
の
子
と
推
定


